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総合政策部 危機管理課 

 

栃木市地域防災計画に関するパブリックコメントの結果について 

 

１ 実施期間 

 令和７年 11 月 20 日（木）から 12月 19 日（金）まで 

 

２ 意見の提出状況 

  (1)意見提出者数 １人 

  (2)意見件数   ４件 

 

３ 意見の概要と市の考え方 

No. 意見の概要 市の考え方 

1  当自治会では、地区防災計画の策定を

受けて自主防災組織を設立し、市の補助

を受け防災訓練や資機材の整備等を進め

ているが、風水-11 のような組織結成後の

フォローがない。 

 地区防災計画は、策定することが目的

ではなく、災害時は平常時の延長線上に

あると考えると、市と自治会や自主防災

組織との接点が全く見えない現状であ

る。そのためには、自助・共助を計画のビ

ジョンに掲げるのであれば、その具体的

な行動計画（組織率 100%とタイムライン

で）を作成し自治会等に普及啓発する必

要がある。 

 

 自主防災組織結成後のフォローにつき

ましては、資機材購入や防災訓練に必要

な物資購入の補助金のほか、希望により

出前講座の実施、自主防災組織等の推薦

による防災士の資格取得費補助金などを

実施しております。しかし、全国的に自治

会活動が課題となる中、更なるフォロー

について検討をしてまいりたいと思いま

す。 

 また、ご意見のとおり、災害時には具体

的な行動計画（タイムライン）が重要なも

のとなりますが、タイムラインについて

は、地区防災計画の内容など、地域や個々

の特性や実情に応じ、自治会や世帯など

で個別に作成することで初めて実効性の

あるものとなります。貴地区におかれま

しても、貴地区の地区防災計画にありま

すマイ・タイムラインの雛形などを参考

に、ぜひ自治会や各世帯でのマイ・タイム

ラインの作成に取り組んでいただければ

幸いです。市では今後とも、マイ・タイム

ラインや作成に必要な防災知識などにつ

いて、普及啓発に取り組んでまいります。 
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2  災害時において要配慮者への支援は重

要事項であり、福祉担当部で所管してい

ると思いますが、当計画に地域支え合い

活動推進条例に自治会の役割が記載され

ていても、私自身の自治会活動の中でそ

の取組について説明も制度も聞いたこと

がありません。また、民生委員、ふれあい

相談員も個別避難計画そのものも周知さ

れていないと伺っています。そのために

は、市の福祉及び自治会・防災担当が連携

して対応できるよう前記の条例を改正し

て、市の組織全体の取組とする必要があ

ります。 

 

 要配慮者への支援における地域の皆様

との連携につきましては、ご指摘のとお

り災害時には大変重要な課題となりま

す。 

 ご提案のありました地域支え合い活動

推進条例のあり方や条例改正につきまし

ては、関係部署と情報共有を行うととも

に、市と地域の皆様との連携の強化に取

り組んでまいります。 

3  寺尾地区は周囲が山林で特に出流地区

は孤立可能性地域であり、通常の自然災

害の外、林野火災が想定されます。林野火

災の状況で火災発生原因に努めていると

され、第２節火災に強いまちづくりでは

市・県は防火樹樹林帯の促進を、市は森林

所有者等に対し自主的な管理活動を推進

するように努めると記載されています

が、森林環境譲与税を活用して森林整備

の一環として、市は推進する立場で森林

所有者等には促進を図る立場の記載が必

要ではないでしょうか。 

 

 本計画は、市全体の防災対策の基本方

針を定めるものであるため、林野火災対

策についても総括的な指針を記載してお

ります。ご提案の森林環境譲与税を活用

した森林整備については、森林整備計画

や具体的な森林整備事業の中で検討され

るべき事項となることから、本計画につ

いては案のとおりとさせていただきます

が、ご意見については関係課部署と情報

共有を行ってまいります。 

４  当計画の取組には市と市民が一緒にな

って進めることが肝要ですが、そのため

には、当計画の容量は膨大でとても理解

出来かねますので、市民の役割について

市民に向けた小冊子を作成、配布し、地区

毎の説明も行っていただきたい。 

 本計画では、市や市民・自治会をはじ

め、県や民間企業、防災関係機関など、

様々な立場において、各々の責務と役割

を定めております。そのため、ご指摘の通

り、内容は膨大となります。 

 そのため市では、防災計画の中から、市

民や自治会の皆様にお知らせしたいこと

やお願いしたいことなどをピックアップ

し、ハザードマップや広報とちぎ、市ホー

ムページ、出前講座などで周知啓発を行

っているところです。 

 今回の改正内容や最新の防災情報につ
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きましても、随時広報とちぎなどでお知

らせを行ってまいります。 

 

 

 

 


